
令和６年２月・３月実施　各区自治協議会説明

No. 質問 回答

1

教職員の負担を行政側及び地域側で賄うと
いう認識で宜しいでしょうか。クラブ活動に
ついては各々差はあると思うが負担割合を
行政、保護者の何れの負担となるのか。

　部活動は、教育的価値のある活動ですが、「やら
なければならない」活動ではありません。部活動の
設置・運営は、学校の判断によります。よって、教
職員の負担を行政・地域でまかなうという認識で
はありません。
「地域の子どもは、学校を含めた地域で育てる」と
いう意識のもと、中学生（新潟市民）のスポーツ・
文化芸術活動の機会確保のため、取り組んでいま
す。
　月会費等の負担を軽減できるよう、クラブ（実施
主体）への補助制度を整備しました。活動にかかる
費用は、受益者負担が原則です。

2

　中学生を全員何れかのクラブに参加する
ことを求めているのか。高校にもなればい
わゆる「帰宅部」という扱いもあるがその辺
はどうか。

　強制加入ではありません。「やりたい」活動を選
択し、参加します。もちろん「参加しない」ことも選
択できます。

3
集金・・・保護者の負担増となるのではない
かと感じた。送迎等交通費はどうか。保険
はどうか。

　受益者負担を軽減できるよう、クラブ（実施主
体）への補助制度を整備しました。活動にかかる費
用は、受益者負担が原則です。学校の管理下では
ないので、スポーツ振興センターの災害共済給付
制度は、適用されません。

4
子どもの要望する種目で取り組めるのか。
文化活動（美術、英語等）はどうか。

　「やりたい」活動を選択し、参加します。文化芸術
活動も同様です。

5
地域の文化活動・伝統芸能保存も含むの
か。

　その通りです。

6 送迎等保護者負担増加するのか。

　生徒が一人で通える範囲（徒歩・自転車等）内で
活動できるように（多様な選択肢から選べるよう
に）競技団体・文化芸術団体等に働きかけていま
す。一人では通えない地域で活動したい場合に
は、保護者の協力が必要なこともあります。
　なお、活用可能な移動手段の有無について検討
をしています。

7
他校で実施される活動を希望する場合の移
動手段は家庭任せになるのか。

　６参照

8
子どもの姿について、学校と活動団体との
間で、やりとりはなされるのか。

　実施主体と学校で情報を共有（必要性があれば）
することは、生徒の望ましい成長につながると考
えています。

9
丁寧な対応が必要な子どもは、大丈夫なの
か。

　実施主体の役員・指導者には、研修を受講しても
らいます。研修の内容は、【①コンプライアンス・ハ
ラスメント、②指導者の役割・心構え、③中学生と
の向き合い方】です。個別の対応が必要な場合は、
事前に役員・指導者と保護者で情報の共有が必要
と考えています。

「新潟市の中学生のための地域運動活動・文化活動」の質問について（回答）
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10
活動が適切なのかどうかについて、客観的
に判断することはできるのか。団体任せに
なるのか。

　団体リストへの掲載条件を整備しました。ガイド
ラインの遵守、研修受講等が条件です。詳細につ
いては、HPよりご確認ください。

11
どうしても学校の窓口は必要と思うが、教
頭が大変になるのではないか。

　地域クラブ活動は、学校の教育活動ではありま
せん。心配なことがあれば、学校は相談に乗ってく
れると思いますが、基本的には、実施主体に相談
していただきたいです。制度や仕組み等について
は、地域クラブ活動推進室にお問い合わせくださ
い。

12
指導者に高校生や大学生が協力できるよ
うにならないか。

　現在も大学生が実施主体の指導者として活躍
している事例があります。

13

東区中学校で、部活動なしの中学校があ
れば知りたいです。令和５年度でも話が
上がっている方から、令和６年４月～の
実態を知りたいです。１０年後も大切で
すが、より今年の生徒さんに関わる話を
しっかり聞きたいです。

　現在、東区すべての学校で部活動を実施して
います。

14
地域クラブ活動になることで活動場所の
幅が広がるが、そこの交通手段はどうな
るのか。

　６参照

15
経費が現在のクラブ活動より増大するの
では

　部活動と比較をすると、増大する場合もあり
ます。受益者負担を軽減できるよう、クラブ
（実施主体）への補助制度を整備しました。

16

中体連で続くのですか？　部活がなくな
るのに、新潟の公共交通では無理です｡送
り迎えできる家庭しか活動できないで
す。

　６参照

17 財源は、市の自主財源でしょうか？

　原則、参加される方からの月会費等により、
地域クラブ活動が行われます。月会費等を軽減
できるよう、クラブ（実施主体）への補助制度
を整備しました。国の委託金による実証事業を
実施している実施主体もあります。（R6:50団
体）

18
周知に力を入れて欲しい。先生の荷重が
軽くなるのは良いことです。

　市報にいがた4/21号で周知を図りました。
HP・チラシ等でも周知を図ります。

19
運動・文化活動を望む中学生が経費、移
動方法等で断念しない施策をして貰いた
い。

　3・６参照

20

早期にスケジュール、具体的な内容を発
表していただきたい。いろいろ手探りな
のは分かりますが、あと２年しかありま
せん。早急に外枠を作っていただき、急
な移行ではなく、修正をくり返しながら
徐々に移行できるようにしていただきた
いです。

　できるだけ早く推進方針（スケジュール・工
程）を示せるように取り組みます。

21 指導者のリストを示してほしい。
　指導者リストを作成しています。指導者不足
で困っている場合は、地域クラブ活動推進室ま
で、お問い合わせください。



22

市の考えは理解出来るが、対象保護者、
生徒への説明が十分されているか。生徒
と地域の運営団体等の役割が明確になっ
ているか。活動場所と学校との距離があ
る場合の移動手段はどうなるのか。（市
の助成有無？特に中心部から離れている
地域に配慮願いたい。）

　児童・生徒、保護者に対して、丁寧な説明を
心がけます。
　部活動は、学校の教育活動ですが、地域クラ
ブ活動は、学校の教育活動ではありません。
　６参照

23

民間の教室に対して問題が生じた場合、
学校あるいは教育行政がどこまでかかわ
れるのか。また、かかわれない場合には
親や地域が解決策を講じなければならな
いのでしょうか。

　団体規約には、『トラブル・事故等が起こっ
た場合の責任は、当団体にある』と明記されて
います。
　団体リスト掲載情報と実際の活動状況に齟齬
がある場合には、地域クラブ活動推進室が状況
を確認し、改善を求めます。

24

地域が主体となる場合、活動によっては
別の地域やプロに頼まなくてはならない
と感じる。また学校内でできない場合の
交通手段についても、生徒自身が歩いて
行けない場合は保護者の送迎となるの
か。貧困であっても今までのクラブ活動
はほとんどの生徒が参加できていたが、
このような場合は補助制度が必要となる
のではないか。地域クラブ活動のとりま
とめはどこが行っていくのか。

　６参照
　できるだけ低廉な会費で参加できるよう、実
施主体は工夫しています。受益者負担を軽減で
きるよう、クラブ（実施主体）への補助制度を
整備しました。
　４月より、地域クラブ活動推進室が新設さ
れ、とりまとめ（連絡調整を含む）をしていま
す。

25

他県での取組はどうなっているか。時代
や働き方の変化によるものだから仕方な
い部分はあると思うが、中学生にとって
やりやすい仕組みづくりは大切。

　他県や他市町村でも、『部活動の在り方を見
直し、中学生が地域においてスポーツ・文化活
動ができる機会を確保』しようと取り組んでい
ます。新潟市の取組が先進的（団体リスト・指
導者リスト・指導者研修・平日と休日の一体的
な取組等）と認識されていて、他県の担当者が
視察に来ました。

26
今回の地域活動について、どういう団体
に説明会を実施しているのか。

　市スポーツ協会、区スポーツ協会、競技団
体、文化芸術団体、スポーツ推進委員、自治協
議会、市中学校長会、市小中学校PTA連合会な
ど。

27 バスを出してもらえるのか。
　スクールバス・区バス等の活用可能性を含
め、移動手段について検討をしています。

28 中学教師のアンケート結果を知りたい。

　令和４年１２月に実施した調査では、約３割
の中学校教諭が地域クラブ活動の指導者として
「かかわりたい」「条件によっては、かかわっ
てもよい」と回答しています。

29 事故、ケガの責任はだれがとるのか。
　団体規約には、『トラブル・事故等が起こっ
た場合の責任は、当団体にある』等と明記され
ています。

30
上位大会や中体連の大会の持ち方と種目
別の上位大会の持ち方について知りた
い。

　昨年度から、中体連主催大会の大会参加資格
が緩和され、部活動だけでなく、中体連から認
定された地域クラブ活動が参加できるように
なったと聞いています。

31
大会へは、地域のクラブ活動団体として
参加していくのか。

　30参照



32
今のところ、どういう指導者がいるの
か。

　競技団体/文化芸術団体等の役員、有資格（有
段）者、競技/文化芸術愛好家、兼職兼務を認め
られた教職員など。

33
子どもたちが希望する活動の指導者がい
ない場合はどうなるのか。

　２１参照

34
運動的活動に注力しやすく、文化的活動
も意識して進めていく必要あり。

　「地域の子どもは、学校を含めた地域で育て
る」という意識のもと、中学生（新潟市民）の
スポーツ・文化芸術活動の機会確保のため、取
り組んでいます。

35 指導者への謝金の補助はあるのか。
　受益者負担を軽減できるよう、クラブ（実施
主体）への補助制度を整備しました。指導者謝
金・研修受講料に対し、補助金を交付します。

36

１６：４５まで最大限の教育を行うとあ
るが、どのような活用方法があるのか。

【学校は、教職員の勤務時間内（8:15-
16:45）で最大限の教育効果を生み出せ
るようにする】
という意味です。

以下のような取組が想定されます。
①部活動を実施する。
②部活動を実施しないが、体育館を開放して運
動の機会を確保したり、特別教室を開放して文
化芸術活動ができる機会を確保したりする。そ
れらは、生徒に還元される。

37

部活動は活動を通じて人間性の形成とい
う役割があると思います。（外部の指導
にたずさわる方々にできるのは技術指導
が主になると思います。）そこの部分は
いかがでしょうか？

　部活動は、教育的価値のある活動です。
　地域で行われるスポーツ・文化芸術活動で
は、学校以外の人（他校の生徒・多世代の交
流）とのかかわりが増えることにより、望まし
い人間関係の構築が期待できると思います。

38

文化部への対応が弱い
教師の負担減は分かるが、子どもに対し
てもっと「力」を入れていくべきでは。
都市部と農村部で動きを変えるべき。人
口や移動手段の違い

　「地域の子どもは、学校を含めた地域で育て
る」という意識のもと、中学生（新潟市民）の
スポーツ・文化芸術活動の機会確保のため、取
り組んでいます。


